
マージン率の公開について

労働者派遣法第23条第5項に基づき、下記事業所における労働者派遣事業に係る情報提供すべき
事項を以下のとおりお知らせいたします。

　本　　　　社 〒530-0047　大阪府大阪市北区西天満2-6-8　堂島ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ5F

派遣労働者の数

派遣先の件数

マージン率

労働者派遣料金

派遣労働者の賃金

教育訓練に関する事項 新規入職者研修、キャリアアップ教育訓練

福利厚生に関する事項 定期健康診断実施

　柏営業所 〒277-0805　千葉県柏市大青田1651-2　センコー㈱柏ターミナル3Ｆ

派遣労働者の数

派遣先の件数

マージン率

労働者派遣料金

派遣労働者の賃金

教育訓練に関する事項 新規入職者研修、キャリアアップ教育訓練

福利厚生に関する事項 定期健康診断実施

※1　労働者派遣料金（1日8時間当たりの平均）は、以下の方法で算出しております。

　　　　派遣先から得た派遣料金の総額÷派遣労働者が従事した総労働時間数×8＝1人1日8時間当たりの派遣料金額

※2　派遣労働者の賃金（1日8時間当たりの平均）は、以下の方法で算出しております。

　　　　派遣労働者に支払った賃金の総額÷派遣労働者が従事した総労働時間数×8＝1人1日8時間当たりの賃金

　　　　（賃金とは、給料・手当・その他名称の如何を問わず労働の対償として、使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。）

　　

マージン率の内訳

一番多くを占めるのが派遣スタッフの給与で、料金総額の79.1％です。

次いで、弊社の営業担当者などの人件費、オフィス賃借料、募集費用をはじめとする諸経費（会社運営費）が約10.2％、

そして、派遣会社が派遣スタッフの雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険などの社会保険料が

約7.9％となります。これらすべての費用を差し引いた残りの約2.8％が会社の営業利益となります。

　労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定を締結しているか否かの別 等

　☑労使協定を締結している（協定書の有効期間終期　2024年3月31日）

　　・協定労働者の範囲　

　　　　プログラマー、一般事務、会計事務、販売、営業、製品製造・加工、製品検査、フォークリフトオペレーター、

　　　　倉庫内作業、清掃作業、軽作業、駐車場整理員、ドライバー、介護サービス職

13,273円（1日8時間当たりの平均）※2

対象期間（2022年4月1日～2023年3月31日）

116人（対象期間の1日平均）

41件

25.3%

17,330円（1日8時間当たりの平均）※1

12,937円（1日8時間当たりの平均）※2

110人（対象期間の1日平均）

36件

28.6%

18,595円（1日8時間当たりの平均）※1
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